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【手続補正書】
【提出日】令和3年3月5日(2021.3.5)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　シート本体と、
　前記シート本体に座っている着座者の身体状態を特定するための測定値を取得するセン
サと、
　前記センサから前記測定値を取得可能に前記センサと接続され、他の機器と通信可能に
構成された制御部とを備える身体状態共有シートであって、
　前記制御部は、
　前記測定値に基づいて、前記身体状態の評価値を算出する評価部と、
　前記評価値を、前記着座者が使用する端末へ提示する評価値提示部と、
　前記評価部により得られた、または、他の身体状態共有シートから得られた、他の着座
者の身体状態の評価値である他者評価値を取得する共有データ取得部と、
　前記他者評価値を、前記着座者が使用する端末へ提示する共有データ提示部と、
　前記着座者が使用する端末に、前記評価値の目標値を提示する目標値提示部と、
　前記目標値の提示前に前記評価部が算出した評価値と、前記目標値の提示後に前記評価
部が算出した評価値とに基づいて、目標値の達成度を算出する達成度算出部とを備え、
　前記共有データ取得部は、前記達成度算出部により得られた、または、他の身体状態共
有シートから得られた、他の着座者の達成度である他者達成度を取得し、
　前記共有データ提示部は、前記他者評価値に代えて前記他者達成度を、または、前記他
者評価値および前記他者達成度を、前記着座者が使用する端末へ提示することを特徴とす
る身体状態共有シート。
【請求項２】
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　前記共有データ提示部は、前記目標値提示部が前記目標値を提示する前に、前記他者評
価値を、前記着座者が使用する端末へ提示することを特徴とする請求項１に記載の身体状
態共有シート。
【請求項３】
　前記共有データ提示部は、前記達成度算出部が前記達成度を算出した後に、前記他者評
価値を、前記着座者が使用する端末へ提示することを特徴とする請求項１または請求項２
に記載の身体状態共有シート。
【請求項４】
　前記共有データ提示部は、前記センサが着座者の前記測定値を測定中で、前記評価部が
前記評価値の算出中に、前記他者評価値を、前記着座者が使用する端末へ提示することを
特徴とする請求項１から請求項３のいずれか１項に記載の身体状態共有シート。
【請求項５】
　前記共有データ提示部は、前記着座者が使用する端末に現在の評価値が提示されている
最中に、前記他者評価値を、前記着座者が使用する端末へ提示することを特徴とする請求
項４に記載の身体状態共有シート。
【請求項６】
　前記制御部は、前記評価値に基づいて、評価値を高くするためのアドバイスを取得し、
前記着座者が使用する端末に提示するアドバイス提示部を備えることを特徴とする請求項
１から請求項５のいずれか１項に記載の身体状態共有シート。
【請求項７】
　前記制御部は、前記評価値提示部と前記共有データ提示部により、前記着座者が使用す
る端末に、前記評価値と前記他者評価値とを比較して提示することを特徴とする請求項１
から請求項６のいずれか１項に記載の身体状態共有シート。
【請求項８】
　前記シート本体は、車両に搭載され、
　前記共有データ取得部は、他の車両に搭載された身体状態共有シートから、他者評価値
を取得することを特徴とする請求項１から請求項７のいずれか１項に記載の身体状態共有
シート。
【請求項９】
　前記シート本体は、車両に搭載され、
　前記共有データ取得部は、当該車両中の複数の身体状態共有シートの前記評価値および
前記他者評価値の平均値を取得し、
　前記共有データ提示部は、前記平均値を前記着座者が使用する端末へ提示することを特
徴とする請求項１から請求項８のいずれか１項に記載の身体状態共有シート。
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